
制定・改正する政省令

〇国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

〇国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令

〇国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令

〇内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則

〇国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令

〇内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令

・・・改正法の施行日を令和２年９月１日とする政令

・・・データ連携基盤整備事業に関する基準等

・・・スーパーシティ基本構想についての住民等の関係者の意向の確認方法等

・・・データ連携基盤の安全管理基準

・・・地域限定型サンドボックス制度の施行のための規定

・・・条順、文言の適正化








